
 

公 募 公 告  

 

次のとおり公募に付します。 

 

２０２５年１月１６日 

 

独立行政法人 日本貿易振興機構 

副 理 事 長     片 岡 進  

 

１．調達内容 

（１）案件名 「新輸出大国エキスパート業務（基準・認証等、法務、税務・会計、物流およ

び商品パッケージデザイン戦略分野）」にかかる業務委託先の公募 

（２）採択予定人数 ４０名程度を予定（基準・認証等分野：１０～１５名程度、法務分野：１０～

１４名程度、税務・会計分野：５名程度、物流分野：３～４名程度、商品パッ

ケージデザイン戦略分野：２名程度） 

（３）調達案件の仕様等 公募説明書による 

（４）履行期間 ２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日まで 

（５）履行場所 公募説明書による 

（６）公募方法  

① 応募者（個人又は法人）は、公募説明書に指定する応募書類をもって申し込むこと。法人によ

る応募の場合、応募者は複数の業務従事予定者を提示することができる。公募説明書で定める

評価基準を基に選定し、高い評価を得た者４０名程度（基準・認証等分野：１０～１５名程度、

法務分野：１０～１４名程度、税務・会計分野：５名程度、物流分野：３～４名程度、商品パ

ッケージデザイン戦略分野：２名程度）について、応募者たる個人又はそれぞれが所属する企

業・団体を採択者として決定する。 

② 応募者は、応募後、書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 

 

２．競争参加資格 

（１）日本貿易振興機構の「契約に関する内規」第１２条に該当しない者であること。 

（２）採択後、速やかに、令和７・８・９年度の競争参加資格申請について「全省庁統一資格」の審

査結果通知書の写しを日本貿易振興機構へ提出すること。 

 

３． 応募資格 

（１）個人又は法人格を持つ企業・団体（地方公共団体を除く）であり、採択通知後速やかに公募説明

書で示す「業務委託契約書」に基づき本事業に関する委託契約を日本貿易振興機構との間で直接

締結できること。 

（２）公示の日から応募書類の受領期限までの間、契約に関し日本貿易振興機構から指名停止措置を受

けていないこと。 

（３）経済産業省が定める経済産業省所管補助金交付などの停止及び契約に係る指名停止などの措置に



 

該当しないこと。 

（４）法人による応募の場合、本事業を運営・管理できる能力を有しており、本事業を実施するための

実施体制及び管理体制が整備されていること。また、そのために必要な経営基盤を有しているこ

と。 

（５）日本貿易振興機構が求める経理及びその他の事務についての説明・報告ができるなど、日本貿易

振興機構が本事業を委託する上で必要とする措置に適切に対応できること。 

（６）個人による応募の場合、反社会的勢力、又はこれに類似する企業・団体に所属する個人でないこ

と。法人による応募の場合、反社会的勢力、又はこれに類似する企業・団体でないこと。 

（７）個人による応募の場合、公募説明書「４．応募者及び業務従事予定者の要件」を満たすこと。法

人による応募の場合、同要件を満たす業務従事予定者が１名以上いること。 

 

４．応募書類の提出場所等 

（１）応募書類の提出場所・問い合わせ先 

〒107-6006  東京都港区赤坂１丁目１２番３２号 アーク森ビル６階 

日本貿易振興機構 海外展開支援部 中堅中小企業課 エキスパート事務局 

担当：片岡、板谷、松本 

  TEL：03-3582-5311 

  E-mail：ODB-Expert@jetro.go.jp 

※提出は信書便（書留郵便等配達の記録が残るものに限る）又は持参、及び電子媒体のいずれかに 

限る。 

信書便又は持参により提出する場合は、公募説明書で定める様式（電子媒体）を E-mailでも 

提出すること。 

※応募書類は返却しない。 

※応募書類の作成や面談に係る費用など、本公募に関して生じた経費は支給しない。 

（２）公募説明書の交付場所 

本公告の日から上記４．（１）宛に E-mailで申請した者に交付。 

E-mailには以下を記載のこと。 

・E-mailの件名に「【新輸出大国エキスパート業務（基準・認証等、法務、税務・会計、物流お

よび商品パッケージデザイン戦略分野）にかかる業務委託先の公募】」と記載すること。 

・法人名、部署名 

・（法人）担当者氏名 

・電話番号 

・公募説明書を申請する旨 

（３）公募説明会の日時及び場所 

① 実施日時：２０２５年 1月２４日（金）１０時３０分～１２時００分 

② 実施方法：Zoomによるオンライン形式 

③ 受付方法：参加希望者は２０２５年 1月２３日（木）１２時００分までに上記４．（１）宛 

に E-mailで申し込むこと。 

E-mailの件名は「【新輸出大国エキスパート業務（基準・認証等、法務、税務・会計、物流
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および商品パッケージデザイン戦略分野）にかかる業務委託先の公募】」とし、公募説明会

への参加を希望する旨及び参加希望者の氏名・部署名・E-mail アドレスを E-mail 本文中に

明記すること。 

※法人による応募の場合、説明会参加者は１社・団体につき最大２名とする。 

※Zoomは必ず事前にバージョンを確認し、最新版に保った状態で使用すること。 

※IDやリンクを SNS等で流すことを禁止する。 

※開始定刻を過ぎての参加不可。 

（４）応募書類の受領期限 

２０２５年２月４日（火）１７時００分（信書便又は持参、及び電子媒体いずれも必着） 

 ※郵送の場合は、封筒に「新輸出大国エキスパート業務（基準・認証等、法務、税務・会計、

物流および商品パッケージデザイン戦略分野）にかかる業務委託先の公募の応募書類在中」

と朱書きすること。 

 ※その他、書類提出にかかる注意事項は公募説明書を参照すること。 

（５）採択結果通知 

２０２４年３月中旬（予定）に書面にて通知する。 

 

５．業務委託の金額 

１委託あたり２,４５５,８２０円（消費税及び地方消費税別）を上限とする出来高精算とする。た

だし、本事業に係る予算が措置されない場合には、委託期間を変更又は案件を取り止めることがある。

本事業に係る国内出張経費は、日本貿易振興機構の旅費規程等に基づく実費精算とする。詳細は、公

募説明書に示す「出張要領」及び契約後に配布する業務実施マニュアル（仮称）で定めるとおりとす

る。なお、特に記載のない費用については業務委託費に含まれる。 

 

６．その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨とする。 

（２）応募者は採択結果通知日の前日までの間において、日本貿易振興機構より当該書類に関し説明を

求められた場合は、それに応じなければならない。 

（３）契約書作成の要否  要。 

（４）詳細は公募説明書による。 

（５）本案件は２０２５年度に関わるものであるため、予算等の都合により履行期間の変更又は案件を

取りやめることがある。 

 

＜独立行政法人と一定の関係を有する法人との契約に係る情報の公表について＞ 

 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成

２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合

には、当該法人へのＯＢの再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開する

などの取組を進めるとされているところです。 

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表するこ



 

とといたしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応募していただ

くよう御理解と御協力をお願いいたします。 

なお、案件への応募をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。 

 

（１）公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

①当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の

職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること 

②当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること 

（当該契約の締結日の直近の財務諸表の対象事業年度における金額による。） 

※光熱水費、燃料費、通信費の支出に係る契約は対象外です。 

また、地方公共団体及び個人は対象外です。 

 

（２）公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先

の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 

①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当機構におけ

る最終職名 

②当機構との間の取引高 

③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当す

る旨 

３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④一者応札又は一者応募である場合はその旨 

 

（３）当機構に提供していただく情報 

①契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構にお

ける最終職名等） 

②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

※当機構が保有する情報または公知の情報（法人のウェブサイト等）で確認ができる場合

には、新たに提供していただくことはありません。 

 

（４）公表日 

契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（４月に締結した契約については原則と

して９３日以内） 

 


